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国　税／�8月分源泉所得税の納付� 9月10日
国　税／�7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

� 9月30日
国　税／�1月決算法人の中間申告� 9月30日
国　税／�10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合）� 9月30日

9 2013（平成25年）

消費税転嫁円滑化法の施行　平成26年４月と27年10月からの消費税率引上げの際に、
納入業者が大規模小売店等から消費税の転嫁を拒否されないよう措置した法律。一定の
場合には事業者団体が消費税の転嫁カルテルを結べることや、総額表示義務の除外、禁
止されるセール表示などが規定され、一部を除き本年10月1日から施行されます。
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　仕事によるストレス等で精神障害（うつ
状態等）になったと認められたときは、労
災保険から給付が行われます。
　この認定基準について、従来よりわかり
やすく、さらに精神障害の労災認定までの
審査期間をスピーディにする等の改正が行
われました。
　具体的には、次のすべてに該当している
ことが要件となります。
①　対象疾病を発病していること。
②　対象疾病の発病前おおむね６カ月の間
に、業務による強い心理的負荷が認めら
れること。

③　業務以外の心理的負荷（自分や自分以
外の家族・親族の出来事、金銭関係、事
件・事故・災害の体験、住環境の変化、
他人との人間関係など）及び個体側要因
により対象疾病を発病したとは認められ
ないこと。

　認定されるまでの期間がスピーディ化さ
れたといっても、申請までの書類上の準備、
申請後の聞き取り調査など支給・不支給決
定までには半年以上の時間を要する上、労
災認定率は３割〜４割程度です。
　そこで、まず、ネット等で「心理的負荷
による精神障害の認定基準」に基づき自分
の状態を把握し、申請する前に、認定され
る可能性などを含めて所轄労働基準監督署
に相談したほうがよいでしょう。
　労災認定されるまでの間は、協会けんぽ
等医療保険者から給付を受け、労災認定さ
れた時点で、協会けんぽ等から受けた給付
額を精算し（治療費の７割相当額と傷病手
当金等を返還）、その後労災から給付（療
養補償給付及び休業補償給付が遡って支給
されます）を受けるとよいでしょう。
　労災認定されると、治療費は無料、休業
補償給付は特別支給金を含めて８割（傷病
手当金は約67％）、支給期間に制限がない
などのメリットがあります。

　健康保険の被保険者や被扶養者が海外等
遠隔地で死亡した場合、死亡に関する保険
給付は、埋葬料（埋葬費）または家族埋葬
料だけです。たとえば、海外で死亡し、遺
体を飛行機で搬送する場合の費用はかなり
高額になりますが、死亡後の給付について
は行われませんので、遺体搬送等に伴う諸
費用は全額自己負担となります。ただし、
治療が行われた後に死亡した場合は、その
治療費は海外療養費（療養費）として支給
されます。ちなみに、民間の海外傷害保険
に加入していれば、その範囲内で補償が行
われます。
　なお、海外傷害保険に加入する時期につ
いてですが、出発日前の場合は、自宅を出
てから自宅に戻るまで、空港で加入する場
合は、加入以後のケガや病気、死亡が補償
の対象となりますので、自宅から空港まで
の事故に関しての補償は行われず、医療保
険から給付を受けることとなります。

　
国
民
年
金
に
は
、
保
険
料
を
納
期

限
前
に
ま
と
め
て
前
払
い
す
る
と
一

定
額
が
割
引
に
な
る
と
い
う
独
自
の

前
納
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
今
般
、
保
険
料
納
付
の
環
境
を
整

備
す
る
た
め
、
現
行
最
大
で
一
年
間

と
な
っ
て
い
る
前
納
に
つ
い
て
、
割

引
額
が
よ
り
高
く
な
る
（
各
月
の
保

険
料
額
を
年
四
分
の
利
率
に
よ
る
複

利
現
価
法
に
よ
っ
て
算
出
）
二
年
前

納
制
度
（
口
座
振
替
の
み
）
が
創
設

さ
れ
、
平
成
二
十
六
年
四
月
分
か
ら

実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
導
入
に
よ
り
、
保
険
料

は
毎
月
現
金
で
納
付
す
る
場
合
と
比

べ
て
二
年
間
で
一
万
四
千
円
程
度
の

割
引
に
な
る
予
定
で
す
。

　
な
お
、
現
行
の
納
付
方
法
に
は
、

一
カ
月
前
納
（
口
座
振
替
の
み
）・

六
カ
月
前
納
・
一
年
前
納
（
口
座
振

替
ま
た
は
現
金
納
付
）が
あ
り
ま
す
。

うつ状態になったとき

海外旅行中等に死亡したとき
国
民
年
金
保
険
料
の
二
年
前
納
制
度
の
導
入



3─９月号

給
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
六
カ
月
ま
で

の
間
で
、
支
給
要
件
に
該
当
し
た
日

で
す
の
で
、
残
り
の
受
給
期
間
は
最

大
で
も
一
〇
カ
月
と
な
り
ま
す
。

　

そ
の
病
気
が
重
く
な
っ
た
場
合
の

待
期
期
間
で
す
が
、
最
初
に
傷
病
手

当
金
を
受
け
た
と
き
に
す
で
に
完
成

し
て
い
ま
す
の
で
（
同
じ
病
気
に
関

し
て
は
、
待
期
期
間
は
一
回
）、
傷
病

手
当
金
は
休
業
し
た
日
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
い
っ
た
ん
治
ゆ
し
た
と
判

断
さ
れ
た
病
気
が
、
数
年
後
に
再
発

し
た
場
合
に
は
、
新
た
な
病
気
と
み

な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、

必
ず
給
付
が
行
わ
れ
る
と
は
限
り
ま

せ
ん
。

４
の
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

仕
事
中
に
ケ
ガ
を
し
た
場
合
は
、

労
災
か
ら
治
療
（
療
養
補
償
給
付
）

が
、
ま
た
そ
の
ケ
ガ
の
治
療
の
た
め

に
休
業
し
た
場
合
は
休
業
補
償
給
付

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
傷
病
手
当
金
と
休
業
補
償

給
付
の
支
給
事
由
は
異
な
り
ま
す
の

で
、
両
方
を
同
時
に
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。

　

今
回
、
仕
事
中
の
ケ
ガ
の
治
療
の

た
め
通
院
し
た
の
が
一
日
三
時
間
、

事
故
当
日
を
除
き
計
二
日
間
で
す
の

で
、
労
災
保
険
か
ら
の
給
付
は
、
療

養
補
償
給
付
（
無
料
）
の
み
で
、
休

業
補
償
給
付
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

ち
な
み
に
、
労
災
保
険
か
ら
休
業

補
償
給
付
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
傷
病
手
当
金
の
支

給
期
間
は
延
長
さ
れ
ま
せ
ん
。

５
の
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・　

　

解
雇
予
告
手
当
と
傷
病
手
当
金
と

の
調
整
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
要
件

に
該
当
す
れ
ば
両
方
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

解
雇
す
る
と
き
に
は
、
解
雇
し
よ

う
と
す
る
社
員
に
対
し
、
三
〇
日
以

上
前
ま
で
に
解
雇
予
告
を
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

三
〇
日
以
上
前
に
解
雇
予
告
で
き

な
い
場
合
に
は
、
不
足
す
る
日
数
分

の
平
均
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
解
雇
予
告
手
当

と
い
い
ま
す
。

　

解
雇
予
告
手
当
は
賃
金
に
は
該
当

し
ま
せ
ん
が
、
通
貨
で
直
接
、
解
雇

の
申
渡
し
と
同
時
に
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
均
賃
金
は
、
労
働
基
準
法
で
定

め
ら
れ
て
い
る
解
雇
予
告
手
当
、
休

業
手
当
等
の
諸
手
当
や
労
働
者
が
業

務
上
の
ケ
ガ･

病
気
ま
た
は
死
亡
し

た
場
合
の
災
害
補
償
、
減
給
制
裁
の

金
額
を
算
定
す
る
際
に
基
準
と
な
る

金
額
で
、
原
則
と
し
て
事
由
発
生
日

前
三
カ
月
間
（
賃
金
締
切
日
が
あ
る

場
合
は
、
直
前
の
賃
金
締
切
日
か
ら

遡
っ
て
三
カ
月
）
に
、
そ
の
労
働
者

に
支
払
っ
た
賃
金
総
額
を
そ
の
期
間

の
総
日
数
（
暦
日
数
）
で
割
っ
た
額

で
す
。

　

賃
金
総
額
と
は
、
通
勤
手
当
等
諸

手
当
、
年
次
有
給
休
暇
の
賃
金
、
確

定
し
た
賃
金
で
未
払
い
の
賃
金
も
含

め
た
額
で
、
税
金
、
社
会
保
険
料
な

ど
を
控
除
す
る
前
の
額
で
す
。
た
だ

し
、
結
婚
手
当
、
私
傷
病
手
当
、
加

療
見
舞
金
、
退
職
金
等
臨
時
に
支
払

わ
れ
た
賃
金
、
三
カ
月
を
超
え
る
期

間
ご
と
に
支
払
わ
れ
る
賞
与
等
は
賃

金
総
額
か
ら
控
除
し
ま
す
。

　

な
お
、
仕
事
中
の
ケ
ガ
や
病
気
の

療
養
の
た
め
に
休
業
し
た
期
間
、
産

前
産
後
の
休
業
期
間
、
使
用
者
の
責

任
に
よ
っ
て
休
業
し
た
期
間
、
育
児
・

介
護
休
業
期
間
、
試
み
の
使
用
期
間

が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
日
数
及
び
賃

金
額
は
控
除
し
て
計
算
し
ま
す
。

　

解
雇
予
告
手
当
は
税
制
上
で
は「
退

職
所
得
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
退
職

金
を
支
給
す
る
場
合
は
合
算
し
て
退

職
所
得
と
し
ま
す
。

６
の
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

傷
病
手
当
金
に
か
か
る
継
続
給
付

の
申
請
先
は
、
在
職
中
に
受
け
て
い

た
保
険
者
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
退
職
後
に
雇
用
保
険
か
ら

失
業
中
の
給
付
を
受
け
よ
う
と
考
え

て
い
る
と
き
は
注
意
を
要
し
ま
す
。

基
本
手
当
は
被
保
険
者
が
、
病
気
や

ケ
ガ
等
の
理
由
で
す
ぐ
に
働
け
な
い

（
失
業
状
態
と
認
め
ら
れ
な
い
）
場
合

は
、
支
給
さ
れ
な
い
点
で
す
。
基
本

手
当
の
受
給
期
間
は
離
職
後
一
年
間

で
す
の
で
、
そ
れ
を
超
え
て
し
ま
う

と
基
本
手
当
が
残
っ
て
い
て
も
打
ち

切
り
と
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
働
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で

受
給
期
間
の
延
長
申
請
（
最
大
で
三

年
間
）
を
す
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
す

る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
申
請
に

よ
り
、
受
給
期
間
は
本
来
の
一
年
間

と
合
わ
せ
四
年
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
離
職
日
の
翌
日
か
ら

三
〇
日
を
過
ぎ
た
日
か
ら
一
カ
月
以

内
に
、「
受
給
期
間
延
長
申
請
書
」に
、

離
職
票

−

１
、
離
職
票

−

２
、
本
人

の
印
鑑
（
認
印
）、
そ
の
他
必
要
な

証
明
書
を
添
付
し
て
、
住
所
地
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
で
行
い
ま
す
。
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う
つ
状
態
等
精
神
系
の
病
気
に
な

っ
た
場
合
は
、
健
康
保
険
の
自
己
負

担
金
の
一
部
を
公
的
に
支
援
す
る
自

立
支
援
医
療
が
あ
り
ま
す
。
う
つ
状

態
等
に
な
っ
た
と
き
に
知
っ
て
お
き

た
い
事
項
を
説
明
し
ま
す
。

　

一
年
二
カ
月
前
に
入
社
し
た
社
員

が
、
半
年
目
に
抑
う
つ
状
態
と
な
り

二
カ
月
休
業
し
、
そ
の
間
、
傷
病
手

当
金
を
受
け
ま
し
た
。

　

症
状
が
軽
く
な
っ
た
の
で
、
三
カ

月
目
に
職
場
復
帰
し
た
の
で
す
が
、

そ
の
半
年
経
過
後
頃
か
ら
再
び
落
ち

込
む
こ
と
が
多
く
な
り
、
薬
を
多
量

に
飲
ん
だ
こ
と
が
原
因
で
、
仕
事
中

に
ケ
ガ
を
し
ま
し
た
。
幸
い
ケ
ガ
は

軽
く
、
治
療
は
通
院
二
日
（
一
日
三

時
間
）
だ
け
で
済
み
ま
し
た
。
本
人

は
意
識
が
も
う
ろ
う
と
し
て
い
た
と

い
い
、
ま
た
病
気
に
起
因
す
る
も
の

と
思
う
の
で
す
が
、
で
き
れ
ば
離
職

し
て
治
療
に
専
念
し
て
ほ
し
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
社
員
の
今
後
に
関
し
、
次
の

点
に
つ
い
て
教
え
て
く
だ
さ
い
。

１　

医
師
か
ら
自
立
支
援
医
療
の
申

請
を
す
る
よ
う
に
い
わ
れ
、
手
続

き
を
す
る
予
定
で
い
る
よ
う
で

す
。
自
立
支
援
医
療
と
は
、
ど
の

よ
う
な
医
療
な
の
で
す
か
。

２　

自
立
支
援
医
療
を
受
け
る
メ
リ

ッ
ト
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

３　

そ
の
病
気
が
重
く
な
っ
た
場

合
、
傷
病
手
当
金
は
受
け
ら
れ
ま

す
か
。

４　

ケ
ガ
に
つ
い
て
は
、
仕
事
中
の

事
故
な
の
で
、
労
災
保
険
か
ら
治

療
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
か
。

５　

解
雇
事
由
に
該
当
し
た
た
め
、

解
雇
予
告
手
当
を
支
払
っ
て
辞
め

さ
せ
る
場
合
、
傷
病
手
当
金
と
の

調
整
は
あ
り
ま
す
か
。

６　

離
職
後
継
続
給
付
を
受
け
る
場

合
、
請
求
先
は
ど
こ
に
な
り
ま
す

か
。

１
の
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

自
立
支
援
医
療
と
は
、
精
神
科
の

病
気
で
治
療
（
除
去
・
軽
減
）
を
受

け
る
場
合
、通
院（
入
院
は
対
象
外
）、

投
薬
、
デ
イ
・
ケ
ア
、
訪
問
看
護
な

ど
に
つ
い
て
、
自
己
負
担
金
の
一
部

を
公
的
に
支
援
す
る
制
度
で
、
精
神

通
院
医
療
、
更
生
医
療
、
育
成
医
療

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
は
、
統

合
失
調
症
、
う
つ
病
、
躁
う
つ
病
等

の
気
分
障
害
、
不
安
障
害
等
対
象
精

神
疾
患
に
該
当
し
、
か
つ
、
通
院
に

よ
る
精
神
医
療
を
継
続
的
に
要
す
る

病
状
に
あ
る
場
合
に
、
都
道
府
県
・

指
定
都
市
が
実
施
主
体
（
申
請
窓
口

は
市
区
町
村
）
と
な
っ
て
、
通
院
医

療
に
か
か
る
支
給
を
行
う
も
の
で
す
。

　

な
お
、
症
状
が
殆
ど
な
く
な
っ
て

い
る
患
者
で
あ
っ
て
も
、
軽
く
な
っ

た
状
態
を
維
持
し
、
再
発
予
防
の
た

め
に
な
お
通
院
治
療
を
続
け
る
必
要

が
あ
る
場
合
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

２
の
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

医
療
費
の
自
己
負
担
額
が
軽
減
さ

れ
ま
す
。

　

患
者
負
担
は
、
定
率
で
一
割
が
原

則
と
な
り
ま
す
が
、
一
カ
月
当
た
り

の
負
担
に
は
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
た
と
え
ば
、
市
町
村
民
税
非

課
税
世
帯（
世
帯
は
医
療
保
険
単
位
）

の
場
合
は
五
千
円
、
市
町
村
民
税
二

三
万
五
千
円
未
満
の
場
合
は
医
療
保

険
の
自
己
負
担
限
度
額
、
市
町
村
民

税
二
三
万
五
千
円
以
上
の
場
合
は
、

本
制
度
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で
、

医
療
保
険
の
負
担
割
合
（
原
則
三
割
）

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
う
つ
病
、
躁
う
つ
病
な
ど

で
、
医
療
費
が
高
額
な
治
療
を
長
期

間
に
わ
た
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
患
者
は
、
一
カ
月
当
た
り
の
負
担

限
度
額
が
さ
ら
に
低
く
な
り
ま
す
。 

　

こ
の
自
立
支
援
医
療
は
、
離
職
後

も
引
き
続
き
受
け
ら
れ
ま
す
の
で
、

負
担
額
等
も
含
め
て
住
所
地
の
市
区

町
村
に
相
談
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

３
の
場
合
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

　

以
前
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い

た
人
が
、
職
場
復
帰
後
再
び
そ
の
病

気
が
悪
化
し
、
そ
の
療
養
の
た
め
に

休
業
し
た
と
判
断
さ
れ
た
と
き
に
は
、

傷
病
手
当
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
同
一
の
病
気
に
か
か
る
支
給

期
間
は
、
最
初
に
傷
病
手
当
金
を
支

Q A

Q A

精
神
系
の
病
気
に
な
っ
た
と
き


